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合
算
対
象
期
間

（
カ
ラ
期
間
）
に

　
　
　
 　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
　
歳
か
ら
　
歳
に
到
達
す
る
ま
で
の
　
年

２０

６０

４０

の
間
に
、
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど
の
公

的
年
金
制
度
に
加
入
し
て
、
保
険
料
を
納
め

た
方
に
は
、
　

歳
か
ら
年
間
　
万
６
５
０
０

６５

７８

円
の
老
齢
基
礎
年
金

（
平
成
　
年
度
）
が
支

２４

給
さ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
よ
く
「
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
の
に
加
入
期
間
が
数
年
足
り
な
か
っ
た
」

と
言
っ
た
深
刻
な
話
し
を
耳
に
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
大
切
な
の
が

「
合
算
対
象
期
間
」

を
活
か
す
こ
と
で
す
。

　
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
　２５

年
以
上
の
公
的
年
金
制
度
の
保
険
料
を
納
め

た
期
間
か
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を
免
除
さ

れ
た
期
間
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
こ

の
　
年
に
は
合
算
対
象
期
間
も
含
ま
れ
る
こ

２５
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

角
合
算
対
象
期
間
と
は
角

　
合
算
対
象
期
間
は
、
前
述
の
　
年
の
資
格

２５

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
な
い

「
実
」
の
な
い
期
間
の
た
め
、

通
称

「
カ
ラ
期
間
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　
合
算
対
象
期
間
と
し
て
認
め
ら
れ
る
要
件

は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
主
な
要
件
は
、

　
歳
以
上
　
歳
未
満
の
期
間
で
、
次
の
要
件

２０

６０

に
該
当
し
た
場
合
で
す
。

①
昭
和
　
年
４
月
か
ら
昭
和
　
年
３
月
の
期

３６

６１

間
の
う
ち
、
厚
生
年
金
な
ど
の
加
入
者
の
配

偶
者
で
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
さ
れ
な

か
っ
た
期
間
。

②
平
成
３
年
３
月
ま
で
の
期
間
の
う
ち
、
学

生
で
あ
っ
て
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
な

か
っ
た
期
間
 。

③
昭
和
　
年
４
月
以
降
日
本
人
で
あ
っ
て
、

３６

海
外
に
居
住
し
て
い
た
期
間
。

　
た
だ
し
、
昭
和
　
年
４
月
以
降
に
つ
い
て

６１

は
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
な
か
っ
た
期

間
に
限
る
。

④
昭
和
　
年
３
月
ま
で
に
厚
生
年
金

・
船
員

６１

保
険
の
脱
退
手
当
を
受
け
た
期
間
。

　
た
だ
し
、
昭
和
　
年
４
月
か
ら
　
歳
に
達

６１

６５

す
る
日
の
前
月
ま
で
に
保
険
料
納
付

・
免
除

期
間
が
あ
る
人
に
限
る
。

角
合
算
対
象
期
間
の
認
定
に
は

　
　
　
　
 本
人
の
申
出
が
必
要
角

　
合
算
対
象
期
間
は
、
年
金
の
未
加
入
期
間

と
な
っ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
、
ご
本
人
の

申
出
に
基
づ
い
て
合
算
対
象
期
間
の
有
無
を

確
認
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
納
入
期
間
・免
除
期
間
だ
け
で

は
年
金
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
　
年
に
満
た

２５

な
い
方
で
、
合
算
対
象
期
間
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
期
間
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方

は
、
前
述
の
要
件
以
外
で
も
認
め
ら
れ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
又
は
年
金
事
務

所
に
申
し
出
て
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

角
加
入
期
間
が
足
り
な
い
方
は

　
 任
意
加
入
を
お
勧
め
し
ま
す
角

　
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
は
、
満
　
歳
６０

ま
で
で
す
が
、　

歳
以
降
で
も
国
民
年
金
に

６０

任
意
加
入
し
て
年
金
受
給
権
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
年
金
受
給
権
が
な
い
方
は
　
歳
に
な
る
ま

７０

で
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
手
続
き
は

役
場
又
は
年
金
事
務
所
で
行
え
ま
す
。

角
ゴ
ミ
収
集
の
休
み
に
つ
い
て
角

　
次
の
日
は

『
ゴ
ミ
』
の
収
集
を
休
み
ま
す

の
で
、
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に

『
ゴ
ミ
』

を
出
さ
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
新
冠
町
市
街
地
及
び
一
部
地
域

　
　
８
月
　
日
俄
　
８
月
　
日
峨

１３

１４

※
８
月
　
日
は
、
日
高
中
部
環
境
セ
ン
タ
ー

１３

「
う
ま
っ
く
り
ん
」
も
、
ゴ
ミ
の
受
け
入
れ
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
ゴ
ミ
は
必
ず
分
別
し
て
、
決
め
ら
れ
た
曜

日
、
時
間
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

◆
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ゴ
ミ
捨
て
場
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
他
の
自
治
会
の
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
ゴ

ミ
を
出
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

角
お
墓
参
り
の
皆
さ
ん
へ
角

★
お
供
え
物
は
、
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う

　
お
供
え
物
を
持
ち
帰
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
に

す
る
と
、
カ
ラ
ス
や
キ
ツ
ネ
な
ど
の
被
害
に

よ
り
、
お
墓
な
ど
が
汚
さ
れ
た
り
、
他
の
お

墓
に
も
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

★
お
墓
周
辺
の
草
刈
り
を
し
ま
し
ょ
う

　
蚊
な
ど
の
発
生
を
防
ぎ
、
ア
リ
が
墓
石
内

に
入
り
込
む
の
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
刈
り
終
わ
っ
た
草
は
、
お
持
ち
帰
り
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

角
新
冠
共
同
墓
地
の
公
募
角

　
町
で
管
理
し
て
い
る
新
冠
共
同
墓
地
に
つ

い
て
、
現
在
空
き
区
画
が
あ
り
、
１
年
以
内

に
お
墓
を
建
立
す
る
方
で
、
新
冠
町
に
住
所

を
有
す
る
方
に
対
し
、
随
時
墓
地
使
用
許
可

申
請
の
受
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
新
冠
共
同
墓
地

（
字
西
泊
津
）

　
　
　
　
　
9
区
画
6
㎡
　
使
用
料
２
万
円

○
問
い
合
わ
せ
先

    町
民
生
活
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
　
　
  緯
0
1
4
6
・
4
7
・
２
１
１
２

  国
民
年
金
だ
よ
り

  環
境
衛
生
だ
よ
り

●5

ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
紹
介
④

○に 
　
ほ
ろ
し
り
乗
馬
ク
ラ
ブ

　
ホ
ロ
シ
リ
乗
馬
ク
ラ
ブ
は
、平
成
2
年
に
建

設
さ
れ
、太
平
洋
を
一
望
で
き
る
高
台
に
あ
り
、

体
験
乗
馬
や
林
間
コ
ー
ス
、海
岸
コ
ー
ス
と
初

心
者
か
ら
上
級
者
ま
で
乗
馬
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
施
設
と
な
っ
て
い
る
。

　
設
備
も
充
実
し
て
お
り
、町
民
だ
け
で
は
な

く
、休
日
に
は
町
外
の
方
々
も
た
く
さ
ん
乗
馬

を
楽
し
ん
で
い
る
。

　
日
高
山
脈
の
主
峰
「
幌
尻
岳
」
の
名
を
冠
し

て
い
る
。

　
日
曜
日

　
　
　
　
ホ
ロ
シ
リ
乗
馬
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
子
連
れ
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